
☆ * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *☆  

         ニッセイ メール配 信サービ ス（メル マガ）  

                 

   【 メルマガ 内容】  

      ＤＢ 基金（  ）   Ｄ Ｂ規約（  ）   ＤＣ   （  ）    

厚年基金 （  ）   会計基 準（  ）   その 他  （〇 ）  

 

      【 タイトル 】 国民年 金法等の 一部改正 等の法律 の概要  

 

☆ * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *☆  

 

平素より 当社社業 につき格 別のご高 配を賜り、厚く御 礼 申しあげ ます。 

 

第 2 1 7 回通常国 会 において、「社会 経 済の変化 を踏まえ た年金制 度の

機能強化 のための 国民年金 法等の一 部を改正 する等の 法律」 が 可決、

成立しま した。（ 2 0 2 5 年 6 月 2 0 日公布）  

 

(厚生労 働省 H P )  

h t t p s : / / w w w. m h l w. g o . j p / s t f / s e i s a k u n i t s u i t e / b u n y a / 0 0 0 0 1 4 7 2 8 4 _ 0 0 0 1 7 . h t m l  

 

概要につ いては以 下のとお りです。な お、当メル マガで は「公的年金 」

領域を範 囲として おります 。  

「私的年 金領域 (確 定給付企 業年金 、 確定拠出 年金 等 )」 について は、  

 別 途、「 年金 N E W S  2 0 2 5 . 6 . 1 9 号」 で ご案内し ておりま す 。  

 

１ ． 被 用者 保 険の適 用 拡 大  

⑴ 短 時 間労 働 者の適 用 要 件の う ち、「賃 金 要 件の 撤 廃」「企 業 規 模要  

件 の 段 階的 撤 廃」  

ⅰ .「 賃金要 件」： (現行 )月 額賃金 8 . 8 万円 (約 1 0 6 万円 /年 )以上  

➡撤廃 (公布日 から 3 年以内 )  

ⅱ .「 企業規 模要件」： (現行 )従 業員 5 0 人超企業  

➡段階的 に撤廃 ( 2 0 2 7 年 1 0 月～ )  

ⅲ .「 時間要 件」： (現行 )週 労働時間 2 0 時間以上➡存 置  

【概説】   

 ・短 時間労 働者の 被用者保 険 (厚 生年 金 保険・健康 保険 )適用範囲 はこ  

れまでも 段階的な 改正 (範 囲拡大 )を 重 ねてきま したが 、今 回改正に  

よって、 一段の拡 大が 図ら れること となりま す 。  

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000147284_00017.html


・従来は、上記ⅰ ～ ⅲのいず れかに該 当する場 合、原 則的 に被用者 保  

険の加入 対象外で したが 、この うち ⅰ (いわ ゆる「 1 0 6 万円の壁 」 )  

とⅱが将 来的に 撤 廃となる 運びです 。  

・これに より生 じ る事業主 (特に 従業 員 5 0 人 以下事 業所 )の保険 料拠

出や事務 負担の増 大につい ては、当局 として 引 続き留意 を払うと さ

れていま す 。  

⑵ 常 時 5 人 以上 を使 用 す る 個 人 事業所 の 「 非適 用 業種」 の 解 消  

(現行 )常時 5 人以上 個人事業 所のうち 、法定「 1 7 業 種」 以外に  

該 当 ( * )す る 事 業 所 は 非 適 用 ➡ 解 消 (被 用 者 保 険 の 適 用 対 象

とする )   ( 2 0 2 9 年 1 0 月～ )            

    ( * )農業・ 林 業・漁業 ・宿泊業 ・飲食サ ービス業  等    

【概説】  

・⑴と同 様に、事 業主の保 険料 や事 務負担の 増大につ いて留意 。  

・ 5 人未満の個 人事 業所等へ の適用拡 大は 、引続 き検討 事 項となっ て

います。  

 ⑶ 保 険 料 負 担 割合の 変 更  

   (現 行 )厚 生年金 保険料は 「労使折 半 負担」  

➡事業主 負担割合 を高める ことがで きる  

【概説】  

 ・ 主には ⑴で拡 大 となる 労 働者の保 険料負担 軽減を企 図するも ので  

すが、特 定の労働 者のみを 対象とし た場合の (それ 以外 の労働者 と  

の )公 平 性 、 負 担 余力 の 乏 し い 事 業 所の 雇 用 が 不 利 に 置か れ る こと

等への懸 念が、引 続き留意 されると ころです 。  

 

２ ． 在 職老 齢 年金制 度 の 見直 し ( 2 0 2 6 年 4 月 ~ )  

(現行 )：月 額「① 賃 金＋②老 齢厚生年 金＞  5 0 万円」 にお いて 、  

5 0 万円を超え た部 分の 1 / 2 相当 額を② から支給 停止  

     ➡ 上記「 5 0 万円」の 支給停止 調整額を 「 6 2 万円 」へ引上 げ  

【概説】   

 ・ 老齢厚 生年金 受 給 者 ( 6 0 歳以 上 )が 対象とな ります。  

 ・ 現行制 度では 、 例えば月 額「①賃 金 4 5 万円＋②年金 受給額 1 0 万  

円 =合計 5 5 万円 」の 場合、5 0 万 円超部 分の 5 万円の 1 / 2 である 2 . 5  

万円の年 金が支給 停止され 、結果、「 ① 4 5 万円 +② 7 . 5 万 円＝合計  

5 2 . 5 万円」 が当該 月の収入 総額とな ります。  

 ・現行 の支給停 止 調整額「 5 0 万円」が「 6 2 万円」へ引上 が る ことで、

上記ケー スでは支 給停止に 該当せず 、当初の合計 5 5 万円 が収入総

額となり ます。   



・高齢者 の勤労意 欲 減退を 抑制させ る ことが 主眼です 。  

  

３ ． 遺 族年 金 の見直 し  

 ⑴ 遺族 厚 生年 金 （こ ど も がい な いケー ス ）  

 ※年齢 は、配偶 者死亡時 の年齢  

(現行 )女性 ：① 3 0 歳未満⇒ 5 年間 の有 期給付  

        ② 3 0 歳以上⇒無期 給付  

        男 性：① 5 5 歳未満⇒給付 なし  

       ② 5 5 歳以上⇒ 6 0 歳か ら無期給 付  

  ➡  男 女共通 ： ① 6 0 歳未満⇒ 5 年 間の有期 給付    

                 ② 6 0 歳以上⇒ 無期 給付   

        (給付要件 のうち「 収入要件 ( 8 5 0 万円 )」は廃止 )   

                ( 2 0 2 8 年 4 月～  女性 は 2 0 年かけて段階 的廃止 )  

 【 概説】     

  ・上記のと おり 、遺族厚生 年金の支 給要件は 、女性 に比 べ男性に 厳  

しいもの でした。  

 ・女性の社 会進出 等の背景 を考慮し て、基 本的に 男女差 解消の方 向  

となりま す。  

また、 (男女と も )「 配慮が必 要な場合 」は 5 年経過以降も 給付継  

続の途が 開かれて います。  

  ・なお 、 1 8 歳未 満の「こ ども」がい る場合は 、 1 8 歳到 達までは 従  

来どおり の支給が 行われ、 1 8 歳 到達 以降に上 記の有期 給付が開  

始されま す。  

 ⑵ 遺 族 基 礎 年 金  

   (現 行 )  父また は 母が遺族 基礎年金 を受取れ ない場合 、こども も遺  

族基礎年 金を受取 れない  

➡父また は母と生 計を一に していて も、こど もが受取 れる  

 ( 2 0 2 8 年 4 月～ )   

 【 概説】   

 ・分か り易い例 としては、「離婚 し て再婚し ていない 元配偶者 に、  

こどもが 引取られ る」ケ ースで す。こ の場合は 婚姻関係 が解消さ  

れており 配偶者は 「遺族」 ではない ため、 遺 族基礎年 金 が支給  

   され ません 。 こどもは 「遺族」 であり続 けますが 、「生計を 同じ

く す る 父 若 し く は 母 が あ る と き 」、 現 行 は 支 給 停 止 と な り ま す 。 

  ・昨今 の離婚 増 加の背景 下、こど も の育成支 援の観点 もあり、今回

改正とな ります。   

※この場 合の「こ ども」と は、 1 8 歳 到達年度 末までの こども  



       (障害 ある場 合は 2 0 歳まで )   

 

４ ． 厚 生年 金 等の標 準 報 酬月 額 の上限 の 段 階的 引 上げ  

  (現 行 )  保 険 料 や 年 金 額 の 計 算 に 使 う 「 標 準 報 酬 月 額 」 の 最 高 値 は 、 

    「 6 5 万円 」  

➡「 7 5 万円」 に引 上げ  ( 2 0 2 7 年 9 月～段階的 引上げ )  

 【概説 】  

  ・現 在の標準 報 酬月額は 8 . 8 万円か ら 6 5 万円までの 3 2 等級です  

が、第 1 号厚生年金 被保険者 の 男性で は「 6 5 万円」に 9 . 6 % *が

属し、最 高値が最 頻値とな っており 、均衡が 取れてい ません。

なお、健康保険 の最 高値 1 3 9 万円、5 0 等級と比 べても 、格 差が

あります 。  * 2 0 2 4 . 11 . 2 5 社会保 障審 議会年金 部会資料 より  

  ・今回 改正によ り、高収入 層の保険 料・給付額 が引上が る ( * )こと  

が想定さ れます。  

( * )月 7 5 万円 以上収 入の月保 険料： 5 9 , 5 0 0 円⇒ 6 8 , 6 0 0 円  

  厚労省 試算   

 

５ ． 将 来の 基 礎年金 の 給 付水 準 の底上 げ   

 【 概説】  

 ・年金 額の伸び を、賃金 あるいは 物価上昇 、労働者 人口増減 の一定  

幅以内に 抑制させ る、いわ ゆる「マ クロ経済 スライド 」につい て  

の改正で す。  

 ・現行 は、ス ライ ドの調整 (抑制 )期 限 を、基礎 年金部 分 は 2 0 5 7 年近  

傍、報 酬比例 部分 (厚生年金 )は 2 0 2 6 年近傍に 設定して います 。両  

者の期限 を一致さ せる のが 改正の骨 子です 。  

・調整期 間が長 い ほど、年 金給付 額 が賃金お よび物価 の伸び未 満に  

抑制され る程度が 深化する ため 、基 礎年金部 分の 目減 り 幅が大 き  

くなるこ とへの懸 念が背景 にありま す。  

・今回 の改正 では、「基礎年金 の増加 (想定より は低減し ない )、報酬

比例部分 の減少」と なり、トー タル の 将 来受給額 は増加 (想 定より

は低減し ない )する 試算です が、当初 は 後者の減 額幅が上 回る見込

みです。  

・具体的 な検討は 「次回 2 0 2 9 年の年 金財政検 証の内容 、結果を 見  

たうえで」と先送り した格好 ですが、(当初は報 酬比例部 分の減額  

が先行す る )厚 生年 金被保険 者の反発 や、基 礎年金 の半分 を拠出す  

る国庫負 担 (税 金が 主財源 )の増額 ( + 2 兆円～ 3 兆円程 度 )に必要な  

追加財源 の確保が 未確定な ど 、課題 は なお多 い状況で す 。  



* * * * * * *メ ール配 信 サービス （年金Ｎ ＥＷＳ・ メルマガ ） * * * * * * * *  

運営：日 本生命保 険相互会 社  団体 年金部  

 〒 1 0 0 - 8 2 8 8   東 京都千代 田区丸の 内 1 - 6 - 6 日本 生命丸 の内ビル  

     T E L    0 3 - 5 5 3 3 - 5 5 7 2   

   E - m a i l   k i k i n m a d o g u t i @ n i s s a y. c o . j p  

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  

日本 -年 基 - 2 0 2 5 0 6 - 1 7 0 - 0 1 0 8 - D  

 


